
 夫の父 大国　主命  妻の父 八上　須佐男
男 父母がいま婚姻しているときは、母の氏は書かないで、名だけを書いてください。

養父 養父 養父母についても同じように書いてください。


養母 養母 □には、あてはまるものに☑のようにしるしをつけてください。

午前 今後も離婚の際に称していた氏を称する場合には、左の欄には何も記載しないでください。

午後 （この場合にはこの離婚届けと同時に別の届書を提出する必要があります。）

番

（6）

（7）

通知

届け出られた事項は、人口動態調査（統計法に基づく基幹統計調査、厚生労働省所管）にも用いられます。

通知

・未成年の子がいる場合は、次の□のあてはまるものにしるしをつけてください。

送付 □面会交流について取決めをしている。

□まだ決めていない。

・経済的に自立していない子（未成年の子に限られません）がいる場合は、次の□のあてはまるものにしるしをつけてください。

□養育費の分担について取決めをしている。

取決め方法：（□公正証書　□それ以外）

□まだ決めていない。

妻

離　　婚　　届
受 理　令和　　　年　　　月　　　日 発 送　令和　　　年　　　月　　　日

第　　　　　　　　　　　　号

長　印 送 付　令和　　　年　　　月　　　日

令和３年９月１日届出
第　　　　　　　　　　　　号

長　殿

書類調査戸籍記載記載調査 調査票 附票 住民票 通知

ひめこ
証　　　　　　人　　　　（協議離婚のときだけ必要です）

(1)
氏 名

氏 名 氏 名

（よ み か た）
夫

おおくに はくと
妻

おおくに

印 〇〇　〇〇 印
生 年 月 日 □□●●　年　●　月　●●日 □□●●　年　●　月　●●　日

　大国 白兎 　大国 姫子 署 名
（押印は任意） 〇〇　〇〇

本 籍

住 所

鳥取市幸町７１番地
住 所 鳥取市幸町７１番地 鳥取市富安二丁目１３８番地４

生 年 月 日 昭和　○×年　　△月　　□日

番
字訂正

番地 番地

　２７７番地　　　　　　　
世帯主
の氏名 大国　主命

字加入 筆頭者
の氏名 大国　白兎

(2)字削除

昭和　××年　□□月　　○日

鳥取市白兎６１３ 鳥取市河原町渡一木２７７

世帯主
の氏名 大国　姫子

本 籍 　　鳥取市幸町７１
番地

番
番

砂場アパート101号

鳥取市河原町渡一木

(3)
(4) 離 婚 の 種 別

□協議離婚 □和解　　　　　　　　　 　年　　　　月　　　　日成立

□調停　　　　　年　　　　月　　　　日成立 □請求の認諾　　　　　　年　　　　月　　　　日認諾

□審判　　　　　年　　　　月　　　　日確定 □判決　　　　　　　　　 　年　　　　月　　　　日確定

養　子 養　女

父母及び養父母
の　氏　名

父母との続き柄

続き柄 続き柄

女二　　　 母 　　　 母大国　千代 八上　鮎子

続き柄 続き柄

長

令和　　年　　月　　日

婚姻前の氏に
□夫

は
□もとの戸籍にもどる

時　分受領
□妻 □新しい戸籍をつくる

もどる者の本籍
鳥取市富安二丁目１３８

番地 4 （よみかた）　　　やかみ　ひめこ

夫

□免□旅□住
筆頭者
の氏名 八上　姫子

不受理
□有　　□無

同 居 の 期 間
平成●●年　●●月　　か　　ら 令和●●年　●●月　　ま　　で　　

（同居を始めたとき）

□その他□無
（5）

未成年の子の 夫が親権
を行う子 大国梨砂

妻が親権
を行う子

（別居したとき）

□要　□不要
（8）

別居する前の
鳥取市富安二丁目１３８番地４　砂場アパート101号

番地

大国夏輝
（　　　　　　） 氏 名

□ ５． １ から４にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯

□ ２． 自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯

不受理
□有　　□無 □３．企業・個人商店等（官公庁は除く）の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が１人から99人までの

世帯のおもな
　　　の世帯（日々または１ 年未満の契約の雇用者は５）

□要　□不要 □４．３にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯（日々または１年未満の契約の

妻

□免□旅□住 住 所 番　　　号

□その他□無

（9）

□ １． 農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯

（　　　　　　）
別居する前の

（　　　　　　） □ ６． 仕事をしている者のいない世帯

使
　
者

夫 妻 の 職 業
（ 国勢調査の年…平成　　年…の４月１日から翌年３月３１日までに届出をするときだけ書いてください）

夫の職業 妻の職業

確認 通知 そ
の
他

□免□旅□住
仕事と

　　　雇用者は５）

□その他□無

自宅・勤務先[　　　　　 　]・携帯年　　　月　　　日

印
（ 押 印 は 任 意 ）

事件簿番号 住 定 年 月 日 連
絡
先

電話　　　　（　　　　）
夫 年　　　月　　　日

届出人署名 夫
大国　白兎 印

妻
大国　姫子

年　月　日
（10）

住民登録をしてい

るところ

外国人のときは

国籍だけを書い

てください

右記の養父母以外にも

養父母がいる場合には

その他の欄に書いてく

ださい

外国人のときは

国籍だけを書い

てください

令
和

見
本

届出人署名・・・各自、自分で署名してください。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わ

せください。

鳥取市役所 市民課 戸籍係

電話（代表）0857-22-8111

住民登録をしている住所を記入してください。
ただし、離婚届出と同時に住所異動の届出をす
る場合は新しい住所・世帯主を記入してください。
この場合、離婚届とは別に「住民異動届」により、
転入（転出証明書添付）または転居の手続きが必
要です。
同じ住所でも、夫と妻の生計が別である場合には
世帯を分けることができます。

※鳥取市では「本人確認」を実施し
ております。窓口においでになる際
には免許証等の本人確認のできる
証明書（写真付き）をお持ちください。
（証明書がなくても届出はできます）

協議離婚の場合は、必ず証人が２名
必要です。成人していて離婚の事実
をご存知の方であれば、誰でも証人に
なることができます。証人欄は、必ず
証人の方が記入してください。

婚姻により氏を改めた方（夫婦のうち戸籍の筆頭者でない方）は、原則として婚姻前の氏に戻ることになりま
す。ただし、希望により婚姻中の氏をそのまま使うこともできます。

【婚姻前の氏に戻る場合】
①もとの戸籍にもどる・・・現在も、もとの戸籍がある場合に限ります。もとの戸籍の本籍・もとの戸籍の筆頭
者を記入してください。
②新しい戸籍をつくる・・・希望する本籍地を記入してください。筆頭者は、婚姻前の氏に戻る本人（氏は婚
姻前の氏）を記入してください。

【氏をそのまま使い続ける場合】
この欄には何も記入しないでください。「離婚の際に称していた氏を称する届」を記入のうえ離婚届と同時に
提出してください。
※離婚届を提出し、いったん婚姻前の氏に戻った場合でも、離婚後３か月以内に「離婚の際に称していた氏
を称する届」を提出すれば、婚姻中の氏を再び使い続けることができます。

未成年の子がいる場合は、親権者となる夫または妻の欄に、子の氏名（フルネーム）を記入してください。
注意：父母が離婚しても子の戸籍は動きません。子の戸籍を移動させるには、家庭裁判所の許可を得たうえ
で、入籍届が必要です。

※必要な書類
・離婚届書 １通
注意：調停・裁判離婚の場合は、裁判所からの書類も忘れずに持参ください。

外国籍の方は国籍証明書（パスポート）等が必要な場合もあります。

日中連絡
のつきやす
い電話番
号を記入し
てください。


